８地籍第40号
公　　　　　告

物件等制限付き一般競争入札を次のとおり行うので、高知市契約規則（昭和40年規則第４号）第５条の規定に基づき公告する。

令和８年７月２日
高知市長　桑　名　龍　吾　　
１　入札に付する事項

(1) 業務名　　令和８年度　高知市介良丙、五台山及び仁井田の各一部地籍測量委託業務
(2) 業務場所　　高知市介良丙、五台山及び仁井田の各一部
(3) 業務内容　　別添仕様書のとおり
　　　　　　　　　　 （概要については以下のとおり）
本業務は、第７次国土調査事業十箇年計画及び令和８年度高知県地籍調査事業計画に基づく地籍調査（一年目工程）を行うものである。
（作業項目）

〇細部図根測量　　　　　A=0.45km2
〇一筆地測量　　　　　　A=0.45km2
(4) 完了期限　　令和９年３月23日
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項その他入札に関する事項
　　別紙のとおり

別紙
１　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
	入札参加形態
	単体

	入札参加資格
	高知市内に主たる営業所（本社）を有する者

本市の令和８・９年度高知市測量・建設コンサルタント等業務参加資格を有するもの 

	業務実績
	令和３年４月１日以降に、地方公共団体発注の元請けによる次に掲げる業務を完了し
た実績を有する者。
・地籍調査事業（細部図根測量、一筆地測量）

	配置技術者
	次の要件を満たすものを、当該業務の管理技術者として配置できること。
・一般社団法人日本国土調査測量協会が認定する地籍調査管理技術者として登録されている者


２　参加申請・入札日程等

	入札方法等
	入札方法
	物件等制限付き一般競争入札

	
	入札日時
	令和８年７月24日（金）15時30分

	
	入札場所
	高知市役所本庁舎３階　入札室　（高知市本町五丁目１番45号）

	入札参加方法
	申請方法
	物件等制限付き一般競争入札実施要領（以下「要領」という。）第６項の規定に基づき、入札に参加を希望する者は、提出期限までに必要書類を提出することで参加意思を示すものとする。

	
	必要書類
（提出書類）

	⑴　入札参加資格審査申請書

⑵　業務実績調書

⑶　配置予定技術者等状況調書【管理技術者】

	
	提出期限
	令和８年７月15日（水）16時30分まで(必着)

	
	提出場所
	高知市役所本庁舎３階地籍調査課(高知市本町五丁目１番45号)

	
	提出方法
	持参することとする。

	
	審査結果
	令和８年７月17日（金）までに書面（ＦＡＸ）にて通知

	設計図書の閲覧
	期間
	令和８年７月１日（水）から入札日まで

	
	場所
	高知市役所本庁舎３階地籍調査課

	電子データの閲覧
	期間
	令和８年７月１日（水）から入札日まで

	
	場所
	高知市地籍調査課ホームページ

	質疑の受付回答
	受付期間
	令和８年７月１日（水）から同年７月８日（水）16時30分まで
（必着）

	
	場所
	高知市役所本庁舎３階地籍調査課

	
	提出方法
	FAX(到達確認を行うこと)又は持参によること（郵送は認めない。）

	
	回答時期
	令和８年７月13日（月）

	
	回答方法
	回答日から令和８年７月24日（金）15時30分まで高知市役所本庁舎３階地籍調査課において閲覧に付するとともに、高知市地籍調査課ホームページに掲載する。

	入札保証金
	高知市契約規則第８条第２号該当により免除

	契約条項を示す場所
	高知市役所本庁舎３階地籍調査課


３　消費税及び地方消費税について
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額にて入札すること。
４　その他
⑴　入札に関しては、物件等一般競争（指名競争）入札参加者の心得を遵守すること。 

⑵　入札に際して、現場説明は実施しない。

⑶　入札に代表者以外の方(代理人)が参加する場合は、委任状の提出が必要であること。委任状が無いと入　　　　　　
札に参加できないので注意すること。
  ⑷　入札書への代表者印又は代理人の押印は省略可能です。 

入札書の代表者印又は代理人使用印の押印を省略する場合は、入札会場において代表者又は代理人の本人確認を行います。本人確認は顔写真付きの本人確認書類（運転免許証，マイナンバーカード、パスポート、顔写真付き社員証等。顔写真付きの名刺は不可）により行いますので、押印を省略する場合は、顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。なお、入札書の押印を省略した場合で代表者又は代理人の本人確認ができなかった入札書は無効とします。 

ただし、代理入札における委任状の委任者（代表者，支店長等）の押印は省略できませんのでご注意ください。また、委任状の使用印欄に代理人使用印を押印した場合は、入札書への代理人使用印の押印を省略することはできませんのでご注意ください。
⑸　開札の結果、予定価格に達しない場合、入札は３回まで行うこととする。それでも不落の場合は、最低
入札業者の方との話合いとする。 
⑹　落札者は、落札決定の通知を受けた日から起算して10日以内に契約を締結すること。
⑺　契約締結の日までの間に次のいずれかに該当したときは、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しな
いことがある。

ア　要領第４項第１号、第２号、第４号又は第５号のいずれかの要件を満たさなくなったとき。

イ　高知市競争入札指名停止措置要綱（平成６年７月１日制定）（以下「本市指名停止要綱」という。）の規定による指名停止又は指名回避等の措置を受けたとき。

ウ　本市指名停止要綱の対象となる事案に該当したとき。

エ　その他の事由により入札参加資格要件を満たさなくなったとき。
⑻　本業務の入札及び契約に関する提出書類に虚偽の記載があることが判明したときは、契約を解除することがある。
⑼　高知市契約規則第20条の規定に該当する入札は無効とする。
⑽　当該委託業務は本市保有個人情報取扱業務であり、『別記「個人情報取扱特記事項」』を遵守すること。

(※『別記「個人情報取扱特記事項」』:高知市広聴広報課ホームページ参照)
⑾　その他の条件については、要領に示すとおり。
⑿　本案件は電子契約が可能であるため（契約金額が100万円を超える場合）、希望する場合は、落札決定以降
に『別記様式「電子契約利用承諾書」』を電子メールの方法により地籍調査課（kc-171700@city.kochi.lg.jp）

に提出すること。（※『別記様式「電子契約利用承諾書」』：契約課ホームページ-お知らせ-電子契約サービスの

導入について）
５　担当部署
高知市都市建設部地籍調査課
住所　高知市本町五丁目１番45号（高知市役所本庁舎３階）
電話　088－823－9761　　FAX 088－823－9569
